
（別添３） 

事業再構築の措置の内容 

                                       実施する措置の内容                 期待する支援措置 

  措置事項                             及びその実施する時期 

 

  事業構造変更 

 

                              ①中核的な事業である不動産関連事業を拡大 

      営業又は事業に必要な      するため、会社分割法制に基づき新日鉄 

      資産の譲受けによる       （株）の都市開発事業部を吸収分割し、当 

      中核的な事業の開始、      該事業部の営業に関する資産を承継する｡ 

      拡大又は能率の向上                                                   

                                    ・土地         ：   ５１ 億円                           

                                    ・株式         ：     ７ 億円                            

                            ・ﾏﾝｼｮﾝ用地及び                                          

                                     建設中の住宅他： ２８１ 億円            

 

                              ②資産の承継により売上高・営業損益の拡大 

                                                 売上高   営業損益 

                                               （革新的事業含む） 

                                   ･ 13 年度     669 億円   + 38 億円 

                                   ･ 15 年度   1,012 億円   + 70 億円 

                                                (  +  5 1 % )     (  + 8 4 % )  

③ 実施時期：平成 14 年 4 月 1 日          

・                                                                                                                                                                                       

                              ①承継する資産と承継する債務の差額                                                          

      資本の相当程度の増加に     (１５０億円予定)が増加資本となる。       租税特別措置法                    

      よる中核的事業の開始、       ･現在の資本金 :         ７．５億円        第 80 条 第２項 

      拡大又は能率の向上           ･増加資本金   :       ５０．０億円        第３号（勧告等に                   

                                   ･増加資本準備金 :   １００．０億円          よってする登記     

                                                                             の税率の軽減）       

                              ②自己資本比率の大幅な改善による、財務体質 

                                の強化を図る。 

 

                              ③実施時期 : 平成 14 年 4 月 1 日から 

 

     会社の設立による事業の   ①不動産関係事業を中核的事業とし、ｻｰﾋﾞｽ                                                  

     縮小又は廃止               系事業を平成１４年１０月から１５年３月                                                    

                                を目途に順次分社化する。        

                                 (１５年 4 月から完全分社化) 

                               

 



                                                                                                      

    事業革新 

  

                         当社は、新日鉄（株）の都市開発事業部と事業統合することに 

                       より、メインの事業を再編成する。すなわち不動産関連事業に特化 

                       し事業の運営方法を改善し生産性を高めると共に、新しい事業領域 

                       に対しては、新組織を設置し拡販に取組むとする。 

                         一方、サービス系事業については、各々独立の分社化を進める。 

 

                       ①次世代ハウスである耐震性・耐久性に優れた住宅（スチールハウ 

                         ス）事業へ本格的に進出する。 

                          ・戸建事業は､従来大手住宅ﾒｰｶｰを起用した事業展開を行ってき 

                            たが､スチールハウスにつき更にコストを引き下げるべく当社 

                            と新日鉄間で共同改良を行い、本格的に進出し事業規模を拡大 

                            する。今後更に､ｽﾁｰﾙﾊｳｽに対する顧客の認知度を上げ､戸建市 

                            場（年間６０万戸）においてｽﾁｰﾙﾊｳｽの占有率を拡大する。 

                           （スチールハウスの特長＝ 地震・台風に強く、経年変化がなく 

                                耐久性・気密性に優れている。施工コストは、現在従来 

                                工法とほぼ同程度） 

                          ・新商品であるスチールハウス事業に本格進出することにより、 

                            平成１５年度の総売上高に占めるスチールハウス事業の売上 

                            高は、４．９％となる。 

 

                        ②首都圏住宅事業を効率化し生産性の向上を図る。 

                          ・少子化の影響により今後住宅需要の減少は避けられない。し 

                            かし、当社は統合によってマンション用地の情報ソースが飛 

                            躍的に増加し、この効果として市場ニーズに合った優良物件 

                            の供給力が強化され、売上高を確保（シエアを拡大）する。 

                              一方、統合を機に、自社で販売している販売形態を見直し、 

                            販売会社へ委託することにより首都圏住宅事業の一人当たり 

                            の生産性を向上させる。 

     第２条第２項         ・｢CS 推進部｣を新設し､ﾏﾝｼｮﾝ管理業務(現行は全て当社子会社 

      第２号                の管理会社に管理を委託)の一部であるｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ業務を直営 

                            化し、顧客の「生の声」を直接聞くことにより顧客のニ－ズ 

                            を的確に把握した商品企画の効率化を向上させる。 

 

                        ③老朽化マンション等への「建替え」事業の展開を図る。 

                          ・60 年代に供給されたﾏﾝｼｮﾝの老朽化に伴う｢建替え｣需要の増加 

                            並び｢建替え｣に関する法制の整備に伴い、今後情報収集を行い 

                            新たな事業分野として進出する。                              

 

 



 

                                                                                                                       

     

                      ④「都市再生」政策関連の市街地再開発・ＰＦＩ事業への本格進出・ 

                         拡大を図る。 

                        ・本社内に｢不動産ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部｣を新設し､首都圏の中央省庁･自治 

                          体並びに新日鉄の製鉄所所在の地方自治体を中心に情報収集･企 

                          画･提案を行い､今後需要の拡大が見込まれる市街地再開発事業等 

                          の都市整備事業やＰＦＩ方式による公共施設整備事業への本格的 

                          進出を図っていく｡ 

                            (参考=「大分県女性・消費生活会館」の PFI 事業の実績あり) 

 

                      ⑤工業系遊休地等の不動産開発事業への本格的進出・拡大を図る。 

                        ・遊休地開発に実績･ノウハウのあるセクションを統合することによ 

                          り、大規模遊休地開発事業を拡大展開する。 

                           (参考=(ｱ)北九州市八幡東田地区内の一体開発によるｽﾍﾟｰｽﾜｰﾙﾄﾞ､ 

                                   住居･商業施設の分譲･賃貸事業の実績あり｡ 

                                 (ｲ)大阪府堺市花田地区の一体開発の実績あり｡ 

                        ・実績、ノウハウを活かした工業系遊休地に対する総合コンサルタ 

                          ント事業の拡大を図る。 

                           なお､総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ事業の一環として､現在問題視されている工場 

                          跡地の｢土壌汚染｣についても､新日鉄の関連部署と連携をとり｢土 

                          壌調査から土壌改良｣までのノウハウを生かした事業展開を図って 

                          いく｡ 

                         

 

                      ⑥市街地再開発事業･PFI 事業並びに不動産証券化等でビル管理の需要 

                        が拡大するﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業へ進出する｡ 

                        ・｢ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務部｣を新設し､子会社等に委託している管理 

                          業務の一部を直営化し､ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業の基盤整備を図る｡ 

                        ・PFI 事業･市街地再開発事業の事業化の進展に伴う PM 業務を 

                          受託し､事業領域を拡大させる｡ 

                        ・一般のﾋﾞﾙｵｰﾅｰ並びに新日鉄ｸﾞﾙｰﾌﾟ内においても､受託業務による 

                          事業拡大が期待できる｡ 

 

 

                      ⑦中核的事業以外の｢サービス系事業｣(水産食品事業､事務ｻｰﾋﾞｽ･施設 

                        管理の受託事業､保険代理事業)を､平成 15 年 3 月末迄に各々独立 

                        の分社化を行い､人員の合理化(全員出向とし原則解雇は行わない) 

                        並びに経営資源の集中を図る｡ 

                           「人員の合理化 ▲ １６７名（出向者 119 名､退職者 48 名）」 

 



                       

               

              ⑧組織を完全にフラット化し、意思決定の迅速化並びにリスク管理を 

                徹底する。 

 

 

                  以上の事業革新に係る具体的な数値目標 

 

                           １１年度～１３年度（見込み）間の売上高の伸び率は、 

▲１８％であり、１４・１５年度の事業再構築期間の 

売上高は、対１３年度比 ＋５１％と拡大する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


